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市場・防災社会システム分科会（第四回） 

 

議 事 次 第 
 

 
日 時：平成１６年５月２５日（火） 

１０：００～１２：００ 

場 所：グランドアーク半蔵門「光の間」 

 
 

１． 開 会 
 

２． 議事内容 
（１）委員提言：日本損害保険協会 西浦専務理事 

（２）委員提言：日本政策投資銀行 前田政策企画部長 

（３）地域と社会の防災力向上のための意見募集実施状況報告 

 
３． 意見交換 

 

 

 
（配布資料） 

資料１：損害保険業界の取り組みを通じた意見（西浦委員） 

資料２：防災と金融の現状及び今後（前田委員） 

資料３－１：地域と社会の防災力向上のための意見募集 

資料３－２：今後の検討の方向性について 

（第２回専門調査会配布資料） 
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損害保険業界の取り組みを通じた意見

２００４年５月２５日（火）

社団法人日本損害保険協会

専務理事　西浦　英次

１．「災害への備え」の各局面

２．日本損害保険協会の取り組み

３．「災害への備え」の各局面と対策

４．取り組みを通じての意見・感想

資料１－１
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１．「災害への備え」の各局面

　　　 　　　　　　　　 ・行政（国、自治体）の対応
　　
　　　　　　　　　　 　・民間（個人、企業、ＮＰＯ、町内会等）の対応

　 　
　・行政側の制度的支援

　 　 ・関係者間の情報の交流

　 　 ・地域ベースでの防災体制整備

　　　　　　　　　　 ・国民の意識・知識の向上

自らの備え

すべてのベース
となる備え

相互連携
による備え
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２．日本損害保険協会の取り組み

■自治体の防災力向上支援

　　・・・消防自動車、救急自動車の寄贈

　　　　（消防自動車累計２，５４７台、救急自動車累計１，５３９台）

■個人の対応の促進・支援

　　・・・保険に対する理解促進、地震保険の普及　等

■企業の対応推進

　　・・・危機管理対応事例の調査（阪神・淡路大震災時）・提供 等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　（損保各社も企業へのコンサルティング等を実施）　　　　　
　　　　　　　

■ＮＰＯ等のノウハウ向上支援

　　・・・救命法講習会、活動中のリスクに関する シンポジウム

　　　　の開催　等

「自らの備え」への支援
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２．日本損害保険協会の取り組み

■自治体から地域住民への情報提供の促進
　　・・・洪水ハザードマップの作成・普及支援
■企業への情報提供
　　・・・災害時の企業の地域貢献事例の調査（東海豪雨災害
　　　　時）・提供
■地域の防災リーダーの育成
　　・・・市民講座の開催、地域防災ボランティアの認定・活動
　　　　支援
■地域活動事例の収集・公開
　　・・・地域の防犯の取り組みの公募・表彰・公開
■防犯推進体制の構築支援
　　・・・自動車盗難等防止協議会の設立

「相互連携による備え」への支援
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２．日本損害保険協会の取り組み

■国民の意識・知識向上のための取り組み

　　・・・市民向け講演会・シンポジウムの開催
　　・・・マスメディア、ホームページ、刊行物等を通じた
　　　　情報提供
　　・・・学校教育への働きかけ
　　　　・くらしの安全・安心に関する高校生の作文募集・
　　　　　コンクール
　　　　・中・高校生向け副教材の作成
　　　　・小学生向け体験型プログラム「ぼうさい探検隊」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

「すべてのベースとなる備え」への支援
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２．日本損害保険協会の取り組み　

■概要・目的

・小学校教育の一環として、子供たちが「楽しみな
がら」防災を学び、身近な危険に気づく。

・探検を通じた地域の人々との交流を通じて、コミュ
ニティの強化に資する。

「すべてのベースとなる備え」への支援

ー小学生向け体験型プログラム「ぼうさい探検隊」ー
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３．「災害への備え」の各局面と対策

個人の対応
の促進・支援策

地域における
連携体制の構築策

国民の意識・知識
向上策

　　　　　　自らの備え
　　

　　　相互連携による備え
　　

　すべてのベースとなる備え
　　

「備え」の各局面 対策例
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４．取り組みを通じての意見・感想

　　
　　　
　　　・地震保険の普及
　　　　　・・・自治体からの普及促進（地域防災計画への盛り込
　　　　　　　み等）

　　　　　・・・地震保険の保険料所得控除制度の創設

　　　
　　　
　　　・体制構築にあたっての支援・推進役の設置
　　
　　　
　　　・体系的な防災教育プログラムの構築

個人の対応の促進・支援策

地域における連携体制の構築策

国民の意識・知識向上策
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・世帯加入率：１６．４％　
　　　　　　※農協共済（建物更生共済）の世帯加入率　：１２．７％

　　　　　　※地震保険と農協共済の合計世帯加入率　 ：２９．１％

・半損・一部損も補償の対象　
・契約金額の限度額の引上げ　
・保険料の引下げ
・耐震性能に応じた割引制度導入　　　　　　　等
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　・　（継続的に見直し）
　　　　　　　　　　　　　　　　　・

地震保険の普及

住まいの地震保険の普及状況＜２００３．３末現在の全国平均＞住まいの地震保険の普及状況＜２００３．３末現在の全国平均＞

国民ニーズを踏まえた制度改定　　―より加入しやすい内容へ―国民ニーズを踏まえた制度改定　　―より加入しやすい内容へ―
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■マスメディアを中心とした広報活動
　　・テレビ、新聞・雑誌、ポスター
　　・ラジオパーソナリティを通じたＰＲ　　等
■未契約者に対する「おすすめはがき」の出状
■自治体への働きかけ
　　・自治体職員向け講習会（人と防災未来センターの専門研
　　　修等）
　　・自治体と連携した普及啓発シンポジウムの開催

■地域防災計画への盛り込み依頼
■地震保険の保険料所得控除制度の創設要望

損保業界の普及促進活動　―必要性についての理解促進、加入の動機付け―損保業界の普及促進活動　―必要性についての理解促進、加入の動機付け―

地震保険の普及
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⇒コミュニティ内の構成員の連携・・・・創意工夫（防犯・環境など）

⇒コミュニティと関係者の連携・・・・・・支援、コーディネート役

地域のコミュニティ
（自主防災組織）

自治体

学校 ＮＰＯ 他の地域

消防団 企業

地域における連携体制構築にあたっての支援・推進役の設置

地域における連携とは地域における連携とは
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■４省庁・１６関連団体による「官民合同ＰＴ」
　　を設置（２００１年９月）

■自動車盗難防止の各種施策立案・実行

　　・警察庁　　　　　　　・損保協会
　　・財務省　　　　　　　・自工会
　　・経済産業省　　　　・自販連
　　・国土交通省　　　　・中古車販連
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

■都道府県単位に「自動車盗難等防止協議会」
　　を設置（２００４年５月現在、４４都道府県）

■地域の情勢に応じた独自の取り組みを展開

　　　　　

　　　・県警本部　　　　　　・損保協会支部
　　　・運輸支局　　　　　　・各県自販連
　　　・税関　　　　　　　　　・防犯協会連合会
　　　・港湾事務所　　　　 ・自動車整備振興会
　　　　　　　　　　　　等　　　 　　　　　　　　　　等

中央の体制 各県の体制

地域における連携体制構築にあたっての支援・推進役の設置

官 民官 民

自動車盗難防止対策の例自動車盗難防止対策の例
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■「地域」の範囲・広がりはどこまでか

　　　　・・・考え方の整理

■体制構築はどう進めるべきか

　　　　・・・標準的な手順・あり方

　　　　・・・推進・取りまとめ役

■体制強化をどう進めるか（「防犯」ほ

　ど身近でない「防災」）

　　　　・・・有効な工夫事例の交換

■地域特性の多様性（人口構成、産業、

　主たる危険等の違い）にどう応えるか

　　　　・・・特性に応じたあり方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

課題 対策

地域における連携体制構築にあたっての支援・推進役の設置

・地域関係者間の連携を所
　管する組織の設置（地方
　自治体など）

・地域連携のコーディネート
　役の設置（地元有力企業
　など）

・地域組織の連絡会の設置

・モデル地区を作って地域
　連携のマニュアル作成

防災における課題と対策防災における課題と対策
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　　　　　　　・次世代を担う子供たち自身の意識・知識の向上

　　　

　　　　　　　・子供たちを通じて親や祖父母も意識・知識が向上

　　　

　　　　　　　・家庭から地域社会への波及効果　

　　　　　

　　　　　　　・子供たちの次の世代への意識・知識の継承

　　　　　　　　　　

子供の発達段階に応じた継続的・体系的プログラムを

体系的な防災教育プログラムの構築

防
災
教
育
の
意
義

幼
少
時
か
ら
の
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【参考】自然災害と損害保険
　　　　　―自然災害への保険金支払額（主なもの）―

台風19号
(1991.9）

5,679億円
阪神・淡路大震災

(1995.1)
783億円

台風18号
(1999.9）

3,147億円
芸予地震
(2001.3)

169億円

台風７号
(1998.9）

1,600億円
十勝沖地震
(2003.9)

56億円

東海豪雨
(2000.9)

1,030億円
鳥取県西部地震

(2000.10)
29億円

台風13号
(1993.9）

977億円
宮城県北部を震源と
する地震(2003.7) 21億円

風水害
（すべての損害保険）

地震
（住まいの地震保険のみ）



16

【参考】 自然災害と損害保険

　　　　　―自然災害に備える保険（家庭向けの損害保険）―

住まいの損害
（建物・家財）

自動車の損害 備考

風害、水害、雪害、
ひょう害、雷害

火災保険
（水害は対象としない

保険あり）

車両保険
(任意の自動車

保険)

保険会社に

よって扱い

が異なる。

地震･噴火またはこ
れらによる津波の
損害
(火災･損壊･埋没･流失)

地震保険
車両保険

(任意の自動車保険

の特約として)

「地震保

険」は法律

に基づく制

度であり、

保険会社に

よる差はな

い。

※企業向けの保険は、保険会社によってさまざま。
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【参考】住まいの地震保険の概要

　■保険になじまない地震リスク
　　 ①巨大損害の可能性
　 　②発生時期・頻度の予測困難性
　 　③広域災害の可能性
　　　⇒　地震による火災は火災保険の対象外

　
　
　■法律（地震保険に関する法律）に基づく保険
　　 ①被災者の生活の安定が目的
　 　②政府と損保業界による共同運営
　 　③一定規模以上の支払いが生じた場合、政府も責任を負担
　　　　（政府再保険）

「地震保険」
の必要性

地震リスクの特殊性地震リスクの特殊性

地震保険の公共性地震保険の公共性
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【参考】住まいの地震保険の概要

■契約方法・契約金額
　　　・火災保険とセットで契約（原則自動付帯）
　　　・火災保険の契約金額の３０％～５０％で設定
　　　　（建物５，０００万円、家財１，０００万円限度）

■保険料区分と割引制度
　　　・リスクに応じた保険料区分
　　　　（建物構造２区分、都道府県別４区分）
　　　・建物の耐震性能に応じた割引
　　　　（建築年（昭和５６年６月以降）、住宅耐震等級）

■保険金のお支払い
　　　・損害の程度に応じた３区分（全損、半損、一部損）

地震保険の概要地震保険の概要
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【参考】住まいの地震保険の概要

■私有財産の保全＝自助努力
■国民の選択の自由の問題

＜国会の付帯決議（抜粋）＞
■衆議院大蔵委員会（１９８０年５月９日）
　　「地震保険の加入並びにその付保割合及び付保金額については、契約者の

意向を十分に尊重し、仮にも強制にわたることのないよう行政指導に万全を期
すること。」

■参議院大蔵委員会（１９８０年５月１３日）
　　「地震保険への加入、付保割合及び付保金額については、契約者の意思を尊

重し、強制にわたることのないよう指導に万全を期すること。」

強制加入についての考え方強制加入についての考え方
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【参考】住まいの地震保険の概要

■１回の地震による保険金支払い限度額：
　　　　　　　　　　４兆５，０００億円

　　　　　　　　　　（関東大震災級の地震を想定）

■個別の地震における保険金支払い想定

　　　・東海地震：１兆７，８８０億円（津波を含む想定）

　　　・南海地震：　　 ５，１７０億円（津波を含まない想定）

地震保険金の支払い想定地震保険金の支払い想定











































1

Development Bank of Japan　 日本政策投資銀行　政策企画部

Copyright © 2002 Development Bank of Japan

防災と金融の現状及び今後

平成16年5月25日

日本政策投資銀行
政策企画部　前田 正尚

資料２



2

Development Bank of Japan　 日本政策投資銀行　政策企画部

Copyright © 2002 Development Bank of Japan

１．防災と政策金融

　（概念整理と従来の対応）

２．プロジェクトに着目した

　　新たな事例

３．企業全体としての対応が

　　評価される時代へ

４．まとめ

本本 日日 のの 内内 容容



3

Development Bank of Japan　 日本政策投資銀行　政策企画部

Copyright © 2002 Development Bank of Japan



4

Development Bank of Japan　 日本政策投資銀行　政策企画部

Copyright © 2002 Development Bank of Japan

防災の考え方の整理防災の考え方の整理
発災前対応 発災直後対応 復旧・復興対応

〇リスクの把握

〇原因除去

事前対策

〇被害拡大防止

〇混乱回避

〇対応順位付け

〇間接影響拡大防止

〇物理的復帰

〇緊急対応

国土レベル
〇米国旧ＦＥＭＡの取組み
〇企業立地と防災

エリアレベル
〇地域産業防災ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ（防災ﾏｯﾌﾟ）の作成
〇GISの防災への活用状況

ｿﾞｰﾝ・ﾒｯｼｭﾚﾍﾞﾙ
〇都市の防災対策
〇防災まちづくり

◎政策の対応

◎金融の対応
　〇プロジェクト
　 　に着目

　〇企業の防災
　　 対応全般に
　　 着目

発災

発生防止

可能性からの回避

被害・影響の
遮断・極小化

リスクの転嫁

事業者にとっての
リスク対応手段

対応困難

減
災
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計画

・ 対応すべきｴﾏｰｼﾞｪﾝｼｰの明確化

・ 防災計画（避難救出、復旧復興）：

マクロ計画　　、ミクロ・マニュア

ル　　、訓練　　　、遵守担保

・ 経験を活用した見直し

・ 構造物のﾗｲﾌｻｲｸﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

・ 復旧・復興計画：計画的な復旧・

復興

→復興をにらんだ復旧

従前の状態の考慮

技術

開発

・ 災害予測・シミュレーション

・ 構造物の物理的強度向上

・ 救出・延焼防止

・ ２次災害回避

・ 補修・再生

危機

管理

・

資源

配分

・ 国土管理、生活・産業、物流等分

野別およびその相互関係に関し、

予測情報の的確な活用による事前

対策

・ フェイル・セーフ対策

・ 権限の切り替え・組織連携

c.f.米 Federal Emergency
Management Agency (FEMA)

・ 避難・救援、情報伝達、資源投

入　　（優先順位付け）

・ ボランティアのコーディネート、

基金・救援物資の整理

・ 的確な資源配分

（優先順位付け）

・ 資金援助、支援税制

・ 緊急融資

リスク

コント

ロール

・ 構造物の補修・強度アップ

（リスク量に見合う対策、既存ストッ

クの有効活用）

・ 物理的分散：

過度の集中是正・ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

・ 金融契約の活用

（保険、デリバティブ）

・ 防災会計、防災格付け

・ ２次災害回避

・ 産業・物流・金融の混乱回避

・ 金融契約の活用

・ 補修・再生、新設物の強化

金融と防災対応金融と防災対応

発災前対応 発災直後対応 復旧・復興対応

共通事項

情報

グローバル化

コミュニティ

事前の全体のセキュリティ体系の構築（統合 GIS 等）と発災時以降の的確な収集・伝達・分析

一国ないし主要都市の災害が世界の経済・産業に波及する影響・経路の把握

行政・企業とともに NGO、NPO を含めてコミュニティという地域単位の果たす役割が重要

□：公的セクター、△：民間、●金融（政策金融・市中金融）

□

□

□

●

△△

□△

□△

□△

□△

□△

□△

□△□△

●□

□

□

□

□△ □

□

□

□△●

□△●

□△●

□△

□△

□△●

□△

□△●
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ＤＢＪの防災対応制度（１）ＤＢＪの防災対応制度（１）
ライフライン関連

S45 特定ガス導管融資

S46 共同溝（ライフライン防災対策）融資

S61 電線地中化融資

S61 配電基盤高度化（電力系統防災対策）融資

H7 電線共同溝（ライフライン防災対策）融資

H8 防災型地域冷暖房融資

都市治水事業

S63 都市雨水対策施設制度融資《拡充》

H1 水辺空間整備融資

H9 斜面整備事業融資

H11 船舶係留・保管施設整備事業融資

S39/6 新潟地震

S43/5  十勝沖地震

S57/7  集中豪雨（全国）
S58/7 集中豪雨（山陰）
H8,9 土石流
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ＤＢＪの防災対応制度（２）ＤＢＪの防災対応制度（２）
建築物・都市防水関連
S48 消防法関連対策に｢その他枠｣で対応
S51 安全対策枠新設
S54 建築基準法関連対策融資
S56 耐震改修工事（ビル防災対策）融資
S56 都市防災不燃化促進事業融資
S57 ホテル・旅館等の消防法関連融資
H7補 緊急輸送道路周辺地区・地震防災緊急

事業５ヵ年計画の避難地・避難路整備融資
H8 防災センター整備事業融資
H8 地域防災拠点型建築物整備事業融資

被災市街地復興整備事業
H6補 阪神・淡路大震災対応融資

S47/5 千日ﾃﾞﾊﾟｰﾄﾋﾞﾙ火災
S48/11大洋ﾃﾞﾊﾟｰﾄ火災
S51/10 酒田大火
S55/11 川治ﾌﾟﾘﾝｽﾎﾃﾙ火災

S53/1 伊豆大島近海地震
S53/6 宮城県沖地震

H5/7 北海道南西沖地震

H7/1 阪神・淡路大震災
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過去の災害時でのＤＢＪの対応過去の災害時でのＤＢＪの対応
災害名 対応

S34FY 伊勢湾台風 返済猶予，応急的融資
S39 新潟地震 返済猶予，復旧資金融資
S43 十勝沖震災 制度運用弾力化
S51 酒田大火 制度運用弾力化
S52 有珠山噴火 返済猶予，貸付期間弾力適用
S52 伊豆大島地震 制度運用弾力化
S53 宮城県沖震災 制度運用弾力化
H3 雲仙普賢岳噴火 返済猶予
H4 日本海中部震災 制度運用弾力化
H5 北海道南西沖震災 制度運用弾力化
H6 阪神・淡路大震災 返済猶予，災害復旧特別枠
H12 有珠山噴火 復旧支援融資
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阪神・淡路大震災時の対応阪神・淡路大震災時の対応
• H7/1 総裁指揮により、担当役員をヘッドに本店と大阪支

店に｢緊急対策チーム｣を設置

• H7/2  ｢阪神・淡路大震災災害復旧融資制度｣創設
– 既存制度をベースに超低利適用

– 実績
• 融資件数 １１４件

• 融資実行額累計 １，８９４億円／融資事業費 ４，７６０億円

• H7/2 ｢被災市街地復興整備特別融資制度｣創設
– 被災市街地復興特別法に準拠

• H15/3 上記制度廃止

2,660億円
8,841億円

203,537㎡
897,341㎡

ライフライン被害額に占める
政策銀行融資事業費の規模

着工床面積に占める
政策銀行融資面積

被害額

融資
事業額
30％

着工床面積

融資面積
23％
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デメリット

メリット

工場災害と防災工場災害と防災
① 国内工場における主な過去の大規模被災

安定的な部品供給

産業競争力の保全

空間コストの増加
（物流・通信）トレード・オフ

② 企業立地と防災

ノウハウ保全
の複雑化

発災しなければ
ﾒﾘｯﾄ未実現

1964/6 新潟地震 昭和石油 西港精油所（タンク火災） →消防法改正

1973/7 プラント火災事故 出光石油化学 徳山工場（アセチレン供給停止）

1973/10    プラント火災事故 チッソ石油化学 五井工場 （ポリプロピレン供給停止）

同 プラント火災事故 信越化学工業 直江津工場（塩化ビニールモノマー供給停止）

1978/6 宮城沖地震 東北石油 仙台製油所（重油漏洩）

1983/5 日本海中部地震 東北電力 秋田火力発電所（タンク火災）

1993/7 工場火災事故 住友化学工業 愛媛工場（エポキシ樹脂供給停止）

1995/1 兵庫県南部地震 住友電気工業 伊丹製作所（ブレーキ部品供給停止）

トヨタ自動車 元町工場（クラウン他生産停止）

住友シチックス 尼崎工場（ウェハー材供給停止）

神戸製鋼所・川崎製鐵 （操業停止）

川崎重工業・三菱重工業（操業停止） ほか多数

1997/2 工場火災事故 アイシン精機 刈谷工場（トヨタ向けブレーキ部品供給停止）

2000/6 工場火災事故 日進加工 群馬工場（LSI製造はく離剤供給停止）

2001/9       台風15号 トヨタ自動車 県内12工場（生産中止）

2002/3 工場火災事故 旭化成 レオナ工場（延岡市：ナイロン繊維供給停止）

高シェアの“オンリーワン工場”

分散化による
リスクヘッジ

理想
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分散型水源（井戸）への期待分散型水源（井戸）への期待

♦阪神大震災時における井戸の活用
　　　・ 震災後、兵庫県内の主要行政施設で井戸整備の実施

♦東京都中央区地域防災計画
　　　・ 小中学校の「防災拠点」等に井戸の整備が盛り込まれる

災害時における水ライフラインの重要性

地域防災計画に盛り込まれる　
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分散型水源システム分散型水源システム

＜ 地下水膜ろ過システム ＞

地下水膜ろ過
システム

受水槽

水道管破損
深井戸

建物

２つの水源
公営水道
地下水利用の分散型民営

自家用水道
・地震に強い飲料用給水施設
・常時使用する安全な水

　
（㈱ウェルシィＨＰ）
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分散型水源への支援分散型水源への支援

㈱ウェルシィ
・地下水膜ろ過システム（前スライド参照）の提供

病院
ホテル
駅（JR大宮、横浜、仙台、長野駅等）

　　etc…約３３０件（H16.3）

災害対策　⇒震災等における緊急水源としての利用
低コスト化⇒水道料金より安い場合はコスト削減

導入事例導入事例

要　因要　因

日本政策投資銀行

システム小型化開発への融資

災害時、周辺住民の
水供給拠点！
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社会資本ライフ･サイクル･マネジメント社会資本ライフ･サイクル･マネジメント
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　((ＬＣＭＬＣＭ))の考え方の考え方

計　画 整　備 維持・運営 廃　棄

2. 整備

3.
維持
運営

従来

今後

1.
計画

財政（経済） 環境

1.計画

改修・更新？Yes

No

再
生
利
用

2.整備

3.維持
　運営

• ライフサイクルコスト＆ベネフィッ
ト(ＬＣＣＢ)の評価

• 不確実性を考慮した投資決定
• 長寿命設計
• 投資対象の拡大（既存資本活用）
• 新技術導入

• 新技術導入
• 費用管理
• 競争政策

• 新技術・工法の
開発

• 省エネ・リサイクル
推進

• ソフト面の対応

• ESCO
• 外注

各段階に応じた対応策

•（出所）日本政策投資銀行社会資本ライフサイクルマネジメント研究会報告書
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社会資本ＬＣＭ（リファイン建築）社会資本ＬＣＭ（リファイン建築）
宿泊施設を庁舎に転用（青木茂　設計）宿泊施設を庁舎に転用（青木茂　設計）

資料：日経アーキテクチュア　2001/1/8

・建物荷重の軽減（コンクリートの除去等）／

　筋交いによる補強／金属・ガラス等軽素材

　の活用

・防災上も軽くて強い建築物へ再生
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都心部業務ビルの環境変化都心部業務ビルの環境変化

都市再生による

大型ビルの大量供給

・200万㎡超の新規供給

不動産証券化の進展

・J-REIT組成時の デューデ
リジェンス（PML評価）

旧耐震ビルの

ストック問題
首都圏：12,000棟，2,000万㎡

（全体の1/3に相当）
ｵﾌｨｽﾜｰｶｰ 100万人収容

都心3区：6,000棟（同1/2）
※庁舎，ﾎﾃﾙ，百貨店を除く

（出処）ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ総合研究所

耐震改修法

（1995年10月）

・耐震改修の指導・誘導

建物資産の需給の選別化

強制力無し

都市再生本部

基本方針・重点分野
・｢災害に強い都市構造｣

ﾋﾞﾙ対策弱

ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝ利用
（住居転用等）
やﾘﾌｧｲﾝの萌芽

見直し圧力

旧耐震ビルの
市場競争力低下

コンプライアンス・リスク
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市場の力を活用した防災対策市場の力を活用した防災対策
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

・訴訟リスクの顕在化

ハザード分析

建物診断

PMLの算出
リスク評価

・コストアップ要因

・概念的，確率論的な計量化
リスクに対する実感の欠如

・横並び意識による判断

Value

Value

事業判断

分散－移転

縮小－耐震改修，不燃化

転嫁－保険，ＣＡＴﾎﾞﾝﾄﾞ
保有－増資，借入

防災格付・証憑システムの構築

Value

顕在化 防災対策によって高まるValueを
投資時点において顕在化

企業のリスク
マネジメント

意識
『リスクの消極的保有』状態

防災対策の
インセンティブ化

防災対策の
義務化

困 難

防災対策の
誘導策

旧耐震ビルへの

耐震診断の義務化

リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
定
着

評価スキルの向上

投資の促進

中央防災会議
・公共的施設の耐震性リスト公表
・民間施設も参加を打診
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日本の SRIの純資産残高 は、欧州の1/180、北米の1/1250（2001年時点）

0

500

1000

1500

2000

2500

19
84

年
19

95
年

19
97

年
19

99
年

20
01

年

米国のSRIの規模の推移
単位：10億ドル

（出典）Social Investment Forum資料等より

SRISRIの市場規模の市場規模
世界のSRIの残高推計（2001年）

17.6

31.4

326.6
2,332.0

0 1000 2000 3000

豪州

欧州

英国

1.1

単位：10億ドル（出典）経済同友会資料等より

日本のSRI
市場

ファンド名 委託会社 SRI調査会社 設定日
純資産額
（億円）

日興ｴｺﾌｧﾝﾄﾞ 日興ｱｾｯﾄ ｸﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝｶｰ 1999/8/20 393
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ｸﾞﾘｰﾝｵｰﾌﾟﾝ 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｾｯﾄ 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ

損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ総合研究所
損保ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

1999/9/30 82

ｴｺ・ﾌｧﾝﾄﾞ 興銀第一ﾗｲﾌ ｸﾞｯﾄﾞﾊﾞﾝｶｰ 1999/10/29 53
日本株式ｴｺ・ﾌｧﾝﾄﾞ ＵＢＳ 日本総合研究所 1999/10/29 43
ｴｺ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ＵＦＪﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ ＵＦＪ総合研究所 2000/1/28 30
朝日ﾗｲﾌＳＲＩ社会貢献ﾌｧﾝﾄﾞ 朝日ﾗｲﾌｱｾｯﾄ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ

ｽﾄｯｸ・ｱｯﾄ・ｽﾃｲｸ（ﾍﾞﾙｷﾞｰ）
2000/9/28 43

ｴｺ・ﾊﾞﾗﾝｽ 三井住友ｱｾｯﾄ ｲﾝﾀｰﾘｽｸ総研 2000/10/31 12
日興ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ・ﾌｧﾝﾄﾞ 日興ｱｾｯﾄ ＳＡＭ（ｽｲｽ） 2000/11/17 22
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｴｺ・ｸﾞﾛｰｽ・ﾌｧﾝﾄﾞ 大和住銀 ｲﾝﾍﾞｽﾄ・ｽﾄﾚﾃｼﾞｯｸ・ﾊﾞﾘｭｰ・

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ社（米国）
2001/6/15 57

※純資産額は2003年10月末現在 合　計 735（出典）モーニングスターHPより

日本のｴｺﾌｧﾝﾄﾞ：日本のｴｺﾌｧﾝﾄﾞ：
19991999年から年から

　　　↓　　　↓

　　 歴史浅い歴史浅い
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外国の評価機関の評価項目外国の評価機関の評価項目
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カーボン・ディスクロージャー・プロジェクトカーボン・ディスクロージャー・プロジェクト
株式市場と地球温暖化株式市場と地球温暖化

世界35の投資家（運用規模4兆ドル）が500社（日本50社）にアンケート

・地球温暖化に関する潜在的な債務規模の現在価値が、株価ベースの企業評

価額の4割にも及ぶケースがあることが明らかになった。

・二酸化炭素排出量の多い業種にとどまらず、広範な業種において地球温暖

化の影響が認識されていることが明らかになった。

・各企業の地球温暖化対策の進捗には、既に相当の格差が存在しており、この

ことから株価予測にあたっては、市場もしくは業種全体の株価変動のほかに

地球温暖化問題に基因する各企業の株価変動リスクを勘案すべきことが明ら

かになった。

・地球温暖化対策は、確実に将来のコーポレート・ガバナンスの問題になる。

　地球温暖化対策が株主行動、企業訴訟のテーマとなる可能性が明らかに

　なった。
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　従来の環境対策融資からの転換従来の環境対策融資からの転換

＜従来＞　エンド・オブ・パイプ（環境汚染物質の

　　　　　排出時における適正処理）の対応

　　　　→公害防止設備にかかる投資資金を支援

　　　　（対象設備を特定して融資）

　　　　　　　　　　　　　↓

＜今後＞　環境配慮型経営（例：ＣＳＲ（企業の

　　　　　社会的責任）に配慮する経営）の促進。

　　　　→環境配慮型経営に必要な事業資金全体を

　　　　　支援（企業を特定し、環境対策に係る

　　　　　資金調達全般を支援）　
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「環境配慮型「環境配慮型経営促進経営促進事業」の概要事業」の概要
(1)環境配慮型経営を行っている企業を選定

　スクリーニング評価（次頁）により環境配慮型経営度を評点化

　①経営全般（ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ・情報開示等）

　②事業関連（研究開発・ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ・ﾘｻｲｸﾙ等）

　③環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ（温室効果ｶﾞｽ・水資源・廃棄物等）

(2)環境負荷低減に資する事業活動を幅広く支援

(3)融資対象企業の環境配慮型経営をモニタリング

　　　　　　　　　　　　　（　特　色　）

　　(1)わが国で初めて「環境格付け」の手法を用いた融資制度を創出

　　(2)社債応募、保証にも活用　　

　　(3)環境省の「環境ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ指標ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」に準拠

　　(4)中堅・中小企業の利用に資する配慮

　　(5)製造業・非製造業の各業種に対応する項目の設定

　　(6)特に優れた事例に対応するため加点項目を整備

約100の評価項目
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企

業

環
境
ス
ク
リ
┃

ニ
ン
グ
の
実
施

私募債への保証

融資

環境への配慮に対する取り組みが
特に先進的と認められる企業
　　　　　　　　　　政策金利Ⅲ

環境への配慮に対する取り組みが
十分と認められる企業
　　　　　　　　　　　　　　　　政策金利Ⅰ

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

告
知
義
務

環境への配慮に対する取り組みが
先進的と認められる企業
　　　　　　　　　　　　　　　　政策金利Ⅱ

（対象外）

申込

「環境配慮型「環境配慮型経営促進経営促進事業」のスキーム事業」のスキーム

優れた取り組みをしている企業は、高い格付けを受け、
金利など条件面で有利に資金調達できるように
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　　スクリーニングの考え方スクリーニングの考え方

材料・部品調達 製造 流通・販売
使用

（ユーザー）
廃棄・回収・
リサイクル

エミッション

エミッション 使用段階の環境負荷 使用後の環境負荷フィードバック

〔③パフォーマンス関連事項〕

〔②事業関連事項〕

「製造工程など自社が直接管理可能な本業からの
エミッション対策の実績を問う。関連項目は多岐に
亘るが、MOEガイドラインのコア指標を中心に構成

（主に定量）」環境効率性指標

「製造工程など自社が直接管理可能な環境負荷（③の対象）を
除き、事業の流れ全体に亘る環境対策を扱う（主に定性）」

〔①経営全般事項〕

「環境配慮型の経営が組織全体に共有されているかどうかを問う部分。環境部が社内的に
孤立しており、システムが実効性を伴わないような企業を排除するための設問（主に定性）」
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　　　　　　評価項目の概要

製造業（加工組立）用の例（2003年12月現在）

設問数 配点
Ａ　コーポレートガバナンス
Ｂ　コンプライアンス
Ｃ　リスクマネジメント 通常　29 44
Ｄ　パートナーシップ 加点　15 26
Ｅ　従業員
Ｆ　情報開示

 (小計） 44 70

Ｇ　設備投資

Ｈ　製品・サービス開発 通常　23 61

Ｉ　サプライチェインにおける環境配慮　　 加点　　5 15

Ｊ　使用済み製品リサイクル

　（小計） 28 76
Ｋ　地球温暖化対策
Ｌ　資源有効利用対策 通常　　51 95
Ｍ　水資源対策　　 加点　　4 9
Ｎ　化学物質管理　　
Ｏ　その他の環境負荷対策

　　　　　　　　（小計） 55 104
通常 　103 200

　　　　　　　　　　　　合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 加点　  24 50
計      127 250

通
常
／
加
点

事業関連事項

通
常
／
加
点

　　パフォーマンス関連事項

通
常
／
加
点

評価項目

経営全般事項

評価項目の概要評価項目の概要
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融
資
申
込

企業信用リスク評価
収益性、安定性、経営能力、事業基盤等

環境配慮型経営スクリーニング（定性）
　　　　経営方針、情報公開、社会貢献、環境マネジメント　　　　　

担保リスク評価
担保土地の土壌・地下水汚染リスク等の反映

財務格付

融
資
判
断
／
条
件
設
定

環境配慮型経営スクリーニング（定量）
ＣＯ2排出量、廃棄物排出量などによる環境負荷

環境スクリーニングの長期展望環境スクリーニングの長期展望
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地域
まちづくり、環境、福祉への地域の取り組み→防災への取り組み

　ソーシャル・キャピタル（社会関係資本）の重要性
　・信頼関係が埋め込まれている地域
　・信頼関係をこれからつくる地域
　・地域間信頼構築（震災疎開パッケージ）：地域（防災）連携住民票

企業
防災と経済の両立＝当該地域・日本・世界の持続可能性と企業

　　　　　　　　　　　　　　 の持続可能性
　・製品・サービスの対応　←　防災マーク
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　プリペア・デザイン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（エコデザイン・ユニバーサルデザイン）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災プロダクツ・サービス展
　・自社の対応
　　　本社ビル・工場の物理的防災対策
　　　 事後の製品・サービス供給体制（分散立地）
　　　 ガバナンス、リスクマネジメント

　・周辺地域への対応



31

Development Bank of Japan　 日本政策投資銀行　政策企画部

Copyright © 2002 Development Bank of Japan

トータルとしての防災会計、防災格付け、表彰
　・防災コスト・効果の把握とともに、特に防災負荷の定量化が重要
　　　（例）環境効率性
　　　　　　付加価値（利益、性能向上）
　　　　　　　　　　　環境負荷

　・防災対策による当面のコスト増が将来のコスト減・利益増に繋
　 がる仕組み
　　　（例）リファイン建築

当面は環境格付けやCSR格付けに防災項目を入れていくことが
　 重要

企業の社会的責任（CSR)⇔社会的責任投資（SRI)
　・信頼の重要性
　　　防災対応ビルファンド（REIT)
　　　 防災SRIファンド

世界に対し企業の防災対応や規格（製品～企業全体）を競争力
　 の糧とできるか
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１ 防災対策についての基本的な考え方について

○ 中央防災会議（会長は内閣総理大臣）では、来るべき東海地震、東南海地震
・南海地震等の巨大地震による被害想定を公表しています。

（注：被害想定は、建物倒壊等による被害が最大となる朝５時の場合。必ずしも想定される被害の

すべてを含むものではない ）。

http://www.bousai.go.jp/jishin/chubou/tou-tai/7/siryou1.pdf※

○ また、首都直下地震や、日本海溝・千島海溝周辺で発生する地震なども、発
、 。生が懸念される巨大地震として 中央防災会議でその対策等を検討しています

http://www.bousai.go.jp/hakusho/h15/index.html※
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南関東直下の地震により著しい被害を生じ

るおそれのある震度Ⅵ相当以上になると推

定される地域の範囲

（南関東大綱の対象地域）

出典：平成１５年版防災白書

○ 防災対策に対しては、様々な意見があります。
・ 地震は避けようがないし、巨大地震対策は膨大な費用がかかる。稀にしか起き

ないのだから、何もしないでよいのではないか。
・ 地震はいつ、どこで起きるかわからないのだから、事前の対策よりも、事後の

応急救助体制をしっかりやることが大切。
・ 事後の対応はもちろんだが、事前の対策で被害を減らすことができるなら、事
前対策にも力を入れて、災害を迎え撃つ努力をするべき。

○ アメリカの連邦危機管理局（ )は 「 年度までに災害による経済被FEMA 2008、
害を 億ドル軽減する」などといった具体的な目標を掲げて、それに向けた100
効果的な対策に官民あげて取り組んでいます。

Question No.1

⇒ 皆さんは防災対策について、どう思われますか？

（参考）専門調査会での意見、議論

★巨大地震に係る人的被害、経済被害について 「今後○年間に半減させ、
る」等の明確な目標を示し、官民で共有することが重要ではないか。

★人は負のイメージを連想する事柄はあまり考えたがらない。防災対策が
重苦しいイメージにならないよう、できることなら楽しい事柄に関連づ
けることが必要ではないか。

★防災対策を推進するため、被害の時期･範囲などについての高精度の情
報提供が有効ではないか。
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２ 防災知識と情報の普及について（特に住宅耐震化の促進）

○ 中央防災会議では、前記のような巨大地震の被害想定を公表していますが、
ご存知でしたか？

○ 阪神・淡路大震災での犠牲者の 割以上が、建物倒壊による窒息死、圧死で8
※阪神・淡路大震災全体の死者・行方不明者数は６，４３６人した（その大半が即死 。）

出典：平成１５年版防災白書

住宅・建築物の耐震化を進めることは、震災による人的被害を抑止する上で
極めて効果的な対策です。耐震化を進め、倒壊を防止することは、火災延焼の
危険を軽減することにも寄与します。

しかし、耐震化の進捗は必ずしも十分とは言えません。その原因の１つが、
耐震化の効果等の情報が、十分浸透していないから、という指摘があります。
家具等の固定など、耐震化以外の身近な対策についても、十分知られていない
という意見もあります。

出典：平成 年住宅・土地統計調査（総務庁 、国土交通省推計10 ）

緊急に耐震化を進める必要のある住宅数

全住宅数

約4,400万戸

S56年以前建築
約2,100万戸

うち耐震性が不足　約1,400万戸

緊急に耐震化を進める必要のある住宅数

全住宅数

約4,400万戸

S56年以前建築
約2,100万戸

うち耐震性が不足　約1,400万戸
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○ 学校などの公共施設の耐震化も、必ずしも十分進んでいません。

出典：平成 年版防災白書15

○住宅被害に対する備えとしては、地震保険がありますが、普及率は平成15年３
月末現在で16.4％と、決して高くありません。

資料提供：

（社）日本損害

保険協会

○ 巨大地震発生時に、海沿いの地域では、津波による被害が懸念されます。津
波に対しては、いち早く避難することが重要であることは以前から指摘されて
いますが、過去の災害では、避難のあり方が必ずしも十分でなかったとの意見
もあります。

地震保険世帯加入率の推移（全国）
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７．６％（平成7年1月末:阪神・淡路大震災発生時）

１６．４％（平成15年3月末）
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十勝沖地震（2003年）による津波で被害を

受けた漁船

○ 行政も、こうした情報提供に今まで以上に努力する必要がありますが、例え
ば、市民の方が地域ぐるみで防災教育に取り組んでいる事例もあり、こうした
取り組みも重要であるという意見もあります。

Question No.2

⇒ 防災知識、情報の普及策についてのアイデア、日常的に
防災を意識する工夫、防災教育に関する取り組みのアイデ
アなどをお聞かせください。また、住宅耐震化の推進策に
ついてご意見をお願いします。

（参考）専門調査会での意見、議論

★商品等の防災性能に着目して「防災マーク」を付与する等、日常的に防
災を意識する社会的工夫が必要ではないか。

★耐震化が進まないのは、補強工事に関する適切な情報が得られないこと
にも原因がある。ニーズにあった情報提供の仕組みを検討するべき。

★耐震性が不動産市場での重要な評価基準となる仕組みを検討するべきで
はないか。例えば、市場で売買･賃貸される住宅はすべて耐震診断済み
のものとするなど、災害国ならではの仕組みを検討してはどうか。また
地域に着目し、耐震化に伴う地域全体の地価や賃貸料等へのプラスの影
響も踏まえ、地域で改築費を一部負担するインセンティブも検討しては
どうか。

★地震保険において、多くの世帯が加入することを目指すことと「防災対
策に基づく料金の割引」等、各種の普及策を併せて検討することが必要
ではないか。
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３ 市民、企業などの防災対策について

○ 阪神・淡路大震災では、多くの人が、近隣住民の方々に助け出されました。

阪神・淡路大震災では6,000人を超える人が

犠牲となったが、要救出者35,000人のうち

約８割の27,000人が家族や近隣者により救

助されたといわれています ）。

○ 最近では、地域の人たちが率先して、地域の防災力を高める取り組みをして
いる事例も増えています。

（平塚市では、多様な 、小中NPO
学校ＰＴＡ、自治会などが連携し

「 」て ひらつか防災まちづくりの会

が設立されました。＜まちを壊さ

ない＞＜まちを燃やさない＞＜互

いに助けあう＞を共通テーマとし

て、様々な活動を精力的に実施し

ています ）。

○ また、企業が 「防災隣組」を組織して、お互いに協力し合う体制をとって、
いる事例もあります。
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（わが国を代表する企業本社群が集積し

ている大手町・丸の内・有楽町地区で、

「地域協力会（防災隣組 」が設立されま）

した。震災時の帰宅困難者を想定した避

難訓練、防災情報システムの開発、区内

大学との防災応援協定の締結等の取り組

みを行っています ）。

○ 市民、まちづくり団体、商店街、企業関係者、行政などが、ゆるやかに連携
して、お互いの取り組みをネットワークする新しいＮＰＯも登場しています。

「東京いのちのポータルサイト」は、首都

圏を中心に、多様なまちづくり活動を実践

しているＮＰＯ、団体、市民等がネットワ

ークを結ぶＮＰＯ法人です。防災知識普及

のためのＣＤ作成、シンポジウム開催等の

活動を行っています ）。

←シンポジウムのようす

提供：東京いのちのポータルサイト

Question No.3

⇒ 市民、企業、ＮＰＯなどは、日常どのような防災対策に
取り組むことが大切でしょうか。それぞれの立場でのアイ
デア、あるいは優れた取り組み事例があれば紹介してくだ
さい。また、行政の支援のあり方についても、アイデアを
お聞かせください。

（参考）専門調査会での意見、議論

★震災対策を契機として、地域間交流を進めることで、人と人のネットワ
ークが広がる。これは、結果として地域内交流を深めることにもつなが
る。



- 9 -

★「防災まちづくり」への取り組みに対し、行政としても支援をすること
が必要ではないか。

★さらに一歩進めて、防災に関連するコミュニティビジネスを育むことを
検討してよいのではないか。

★防災対策の費用対効果を客観的に計測する共通の尺度(スタンダード）
、 （「 」を導入することにより 企業の防災対策を推進できないか 防災会計

の導入 。）

★個人や企業の取り組みに対し、税制上の配慮をすることも具体的に検討
するべきではないか。

４ 災害発生時の対応について

、○ 政府は２４時間の情報収集体制をとり
大きな災害が発生した際は、ただちに関
係者が総理官邸（危機管理センター）に
参集し、非常災害対策本部設置等の初動
対応をとります。

関係各省庁が一体となり、地方公共団
体と連携をとりつつ、必要な応急対策を
実施していくこととしています。

○ 一方、阪神・淡路大震災では、地震発生後 か月間に活動した一般ボラン13
ティアは約１４０万人と推計されており、多くのボランティアが全国から駆け
つけました 「ボランティア元年」と言われています。ボランティアの活動を。
支援するため、 法も制定されました。NPO
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昨年も、梅雨前線豪雨、宮城県
沖地震で、多くのボランティア
が活動しました。

（高知県西部豪雨水害ボランティア出動の様子）

提供： （レスキューサポート・バイクネットワーク）RB

○ 企業も、大きな災害発生時には、企業特性を活かして、地域のために様々な
活動をしています。最近では、地方公共団体と事前に協定を締結する場合も増
えています。

（自動車修理工場が、災害時の道路

啓開作業を、自治体との協定に基

づき実施する事例）

○ 阪神淡路大震災の際には、企業の活動が目覚しく、災害時における企業活動
の重要性が再認識されました。
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仮設店舗による営業再開

出典：トップの決断－阪神・淡路大震災に見

るダイエーの対応

東京海上火災保険㈱「 」TALISMAN No.20

○ スーパーやコンビニのように、被災地で食料等の生活必需品等を供給するた
め、極力営業を継続する事業者もたくさんあります。そうした事業者に対し、
商品（生活必需品）の優先的輸送や通信の確保等の面で、行政も支援するべき
であるとの意見もあります。

Question No.4

⇒ 災害発生時は行政だけではなく、市民、ボランティア、
企業などの活動も大きな力になります。こうした活動が、
より円滑になされる環境を整備するため、どのようなアイ
デアがあるでしょうか。行政の支援策も含め、お考えを具
体的にお聞かせください。また、企業の地域貢献を推進す
るためのアイデアもお聞かせください。

（参考）専門調査会での意見、議論

★地域ごとのＮＰＯ、企業等の力の活用や取り組みの優先順位等を地域防
災計画等に関連付けることが必要ではないか。

★帰宅難民はレスキュー隊に変身できる。また、企業の事業所は地域と連
携し、貢献することができる。そのためにも、家族と従業員の「安否確
認」は最優先事項であり、様々なサービスを活用し、事前の準備をする
ことが重要ではないか。

★コンビニで被災情報の収集ができるのではないか。

★各種の災害対応に関し、通常の規制の適用を緩和する「災害緊急特区」
(緊急物資提供企業への支援等）を検討してはどうか。
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５ 企業の役割について

○ 災害時に企業は、まず従業員、顧客の安全確保をすることが重要です。その
上で、業務を継続すること、さらには、地域貢献等の活動を行うことが期待さ
れています。最近では、前記のように、地域でお互いに協力関係を結んだり、
自治体と協定を締結する等の事例も増えています。

○ しかし、災害時だけではなく、日頃から、例えば耐震性に優れた建築物や、
防災性能が高い商品、サービスを開発し提供する、ということも、社会全体の
防災力を高める上で重要ではないか、という意見もあります。

テレビの転倒防止策 引っ越し業者の家具転倒防止サービス

出典： 民間と市場」専門調査会」第３回市場 防災社会システム分科会資料「

○ そうした企業の取り組みが、社会や市場から適切に評価される仕組みが必要
、 。 、 、ではないか との指摘があります 現状では 例えば民間の不動産情報誌でも

耐震性が評価項目になっていないことが多いと言われています。企業の情報開
示レポートでも、防災対策が特記されていることは稀です。

○ これからの企業の防災対策は、個々の事業所ごとの対応ではなく、災害時に
可能な限り短期間で最も重要な機能を再開するための対応方針を、全社的な経
営戦略として事前に準備することが重要と言われています。これが、業務継続
計画（ （ ）とよばれるもので、バックアップシスBusiness Continuity Plan BCP）
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テムの整備、バックアップオフィスの確保、要員の確保、迅速な安否確認のシ
ステム整備など、平時からの全社的対応も重要な要素となっています。こう
した計画を策定することの重要性は、同時多発テロ以降つとに指摘され、米国
企業を中心に多くの企業で導入されていますが、わが国企業の場合、米国企業
と比べ、導入していない企業の割合が高いとの指摘もあります。

出典：KPMGビジネスアシュアランス㈱ 「ビジネス継続マネジメント（BCM)サーベイ2002」

Question No.5

⇒ 災害に強い社会をつくるためには、災害発生時だけでは
なく、平時からの取り組みが大切ですが、その際、企業の
取り組みも重要です。企業の役割として期待されることは
何でしょうか。また、企業の取り組みを社会や市場で適切
に評価される仕組みについてどのようなアイデアがあるで
しょうか。お考えをお聞かせください。

（参考）専門調査会での意見、議論

★企業の「社会的責任投資 （ＳＲＩ）を参考に 「防災責任投資」など」 、
の仕組みを検討してはどうか。また、業態ごとに、業務継続計画（ＢＣ
Ｐ）を策定するための効果的な環境整備を検討するべきではないか。

★各種企業にとっても、防災をコスト要因と考えず、防災性能に配慮した
製品等を新たな競争力を有するものとして、世界市場に打って出る、と
いう戦略も検討に値するのではないか。
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６ 最後に・・・

Free Comment

⇒ 来年は阪神・淡路大震災が起きてから１０年目です。今
後、行政、企業、市民、ＮＰＯ等が連携して防災対策を押
し進める上で有効と思われるアイデア、ご意見等があれば
何でもご自由におよせください。
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民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会

今後の検討の方向性に係るご意見募集について

○ 地震などの大災害に備えるためには、自助、共助、公助の考え方が必要であり、行
政は勿論のこと、社会の構成員が全員で取り組むべき課題です。したがって、一般市
民、自治会、企業、ＮＰＯ、ＮＧＯ、市町村、国の各構成員が、それぞれの役割を認
識しながら取り組んで初めて達成できるものといえます。

○ これまで、行政の役割や、１人ひとりの市民が自ら備えるべきこと等については議
論されてきましたが、例えば地域全体として、自治会、商店街、ＰＴＡや各種ＮＰＯ
などがどのように連携して地域の力を発揮するか、あるいは全国的に業務展開をして
いる企業などの役割はどうか、という論点については、あまり議論されていませんで
した。

○ また、議論の対象も、日頃いかに準備をして地震に強い社会を作るのかという議論
より、地震などの災害が発生した後の行政の危機管理やボランティアなど、目に見え
る議論に集中しがちでした。

○ 今まで何度となく防災対策の重要性が指摘されながら、大きな災害発生から時間が
たつと、１人ひとりの市民や個々の企業等の中で 「防災」意識が低下しがちになり、
ます。このため、可能な限り平時の社会システムの一部として、防災を定着させてい
くことが、社会の防災力を高める上で重要です。平素からの市民の活動や企業の活動
の中に災害に備えるという意識が根付くような社会の仕組みや地域での取り組みをど
のように構築、支援するか、具体的に検討を行っていくことが重要です。

○ これらの点について、具体的な検討を行うために、平成 年 月、中央防災会議15 9
に （座長：樋口公啓「民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会」
日本経団連副会長）が設置されました。

○ 同専門調査会では、災害に強いまちづくりに向け、企業や 、地域住民などがNPO
連携し日常的に活動に参画することで地域防災力の向上を図る「防災まちづくり」推
進のための施策を検討する「防災まちづくり分科会 、日常的な商品やサービスの防」
災性能に着目し評価することで、消費者や企業の行動を通じて社会の防災力が高まる
仕組みや、企業の防災に対する取り組みが社会的に評価される仕組みなど、市場の力

「 」による防災力向上を図るための施策体系を検討する 市場・防災社会システム分科会
を設け、鋭意検討を行っています。

（詳細は、内閣府ホームページ ご参照）http://www.bousai.go.jp/

○ 官民連携し、社会をあげて防災対策に取り組む上で重要なことは、目指すべき目標
、 、 、を共有し 防災に関し社会で活動する様々な主体が 同じ目標に沿って連携しながら

今何をすることが望ましいかという価値を共有することであると考えられます。

○ 今後、中央防災会議では、本専門調査会の検討結果を踏まえ、官民連携した防災対
策についての基本的指針である「民間と市場の力を活かした防災戦略（仮称 」を平）
成 年度中に策定する予定です。16

○ 今回のご意見募集は、そのために、国民の皆さんのアイデア、英知、具体的活動に
、 。 、基づくご意見など 幅広くお伺いするものです 皆さんから寄せられたメッセージを

「防災戦略」に反映させていきたいと思いますので、是非多くの方々からご意見等を
頂戴したいと願っています。
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ご意見募集 Questions

Question No.1

皆さんは防災対策について、どう思われますか？

Question No.2

防災知識、情報の普及策についてのアイデア、日常的に防災を意識
する工夫、防災教育に関する取り組みのアイデアなどをお聞かせくだ
さい。また、住宅耐震化の推進策についてご意見をお願いします。

Question No.3

市民、企業、ＮＰＯなどは、日常どのような防災対策に取り組むこ
とが大切でしょうか。それぞれの立場でのアイデア、あるいは優れた
取り組み事例があれば紹介してください。また、行政の支援のあり方
についても、アイデアをお聞かせください。

Question No.4

災害発生時は行政だけではなく、市民、ボランティア、企業などの
活動も大きな力になります。こうした活動が、より円滑になされる環
境を整備するため、どのようなアイデアがあるでしょうか。行政の支
援策も含め、お考えを具体的にお聞かせください。また、企業の地域
貢献を推進するためのアイデアもお聞かせください。

Question No.5

災害に強い社会をつくるためには、災害発生時だけではなく、平時
からの取り組みが大切ですが、その際、企業の取り組みも重要です。
企業の役割として期待されることは何でしょうか。また、企業の取り
組みを社会や市場で適切に評価される仕組みについてどのようなアイ
デアがあるでしょうか。お考えをお聞かせください。

Free Comment

来年は阪神・淡路大震災が起きてから 年目です。今後、行政、10
企業、市民、ＮＰＯ等が連携して防災対策を押し進める上で有効と思
われるアイデア、ご意見等があれば何でもご自由におよせください。
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資料３－２
（第２回専門調査会資料）

民間と市場の力を活かした防災力向上に関する専門調査会
今後の検討の方向性について（案）

Ⅰ 目指すべき目標(イメージ）

＜防災対策の基本的考え方＞

官民連携して災害に強い社会 をつくる"A Nation Prepared"
⇒国民共有の目標とそれを達成するための戦略

☆「災害に強い社会」とは、社会の構成員が

●備えるべき災害についての知識を持ち

●人命・財産を災害から守るために何をするべきかを知り

●そのために日頃から戦略的に準備すること

⇒・ からの脱却"Damage-repair-damage cycle"
・ハード、ソフト両面から地域の防災力を高める

・地域の力を最大限に引き出す（エンパワーメント）

・住民、ＮＰＯ、企業等にとって何が出来るかを明らかにすることで、

①それを支援、推進するための環境整備を行政が施策として立案、実施

②行政が責任をもって行うべきことが明確化

☆明確な目標を示し、官民共有することの必要性

（例）

・被害想定(巨大地震）に係る人的被害、経済被害について 「今後○年、
間に半減させる」

・住宅・建築物の耐震化についての目標

・企業の取り組み（ライフライン復旧、ＢＣＰ策定等）についての目標
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Ⅱ 課題と方向性

１ 災害知識、情報

＜これまでの取り組み＞

・東海地震等被害想定公表（中央防災会議）

・防災・危機管理ｅ－カレッジ（消防庁）

・地震防災マップ等の取り組み

・各種政府広報

・自治体の取り組み（あいち防災カレッジ）

・気象庁 緊急地震速報

・防災講演会、シンポジウム、ワークショップ、被災者の体験談を聞く会等の

開催

・地域ＦＭを通じたレクチャーシリーズ

・ まち歩き 、ＤＩＧ等を通じた身の回りの安全総点検「 」

・情報提供、交流の場を用意

・ かきこマップ」の活用「

・ＮＰＯによる「ＣＤ説法士」

＜課題と方向性＞

○防災意識の低下・風化

⇒ 日常的に防災を意識する社会的工夫 （ 防災マーク ）「 」

○基礎的知識の不足、取り組みの偏り

⇒ 従来以上の情報提供、双方向のコミュニケーション

日常生活の中から防災を考えようとする人たちに対し 従来と同じ 非、 「

常時対応」知識の伝授でよいのか？

○災害リスクに対する認知的不協和

⇒ マクロな被害予測、確率評価だけではなく、地域安全度等を具体的に

評価、公表

○住宅ローンと火災保険の関係と同様、市場における地震保険の普及策
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○地域ぐるみの学習会、防災教育等の取り組み支援【防災まちづくり】

⇒ 教材等開発（ｅ－カレッジ 、防災教育の体系的支援）

講師等養成・登録、出前講座

○ＮＰＯ活動等支援（ＣＤ説法士、地震火山こどもサマースクール）

２ 具体的防災対策

① 事前の減災対策

●市民レベル

・住宅耐震化

・住宅耐震化推進のための講習会、モデル的事業

・家具転倒防止、ガラス飛散防止、出火防止

・実践的避難訓練、児童・生徒の「引き取り訓練」

・ 避難所体験」「

環境コミュニティビジネス発掘事業cf.

＜課題と方向性＞

○耐震補強工事に関する情報の非対称性解消 ⇒ポータルサイト構築等

○耐震化を個々の問題としてではなく、地域の問題として取り組む

⇒ 早稲田、平塚の取り組み

耐震化のメリットは地域へ及ぶ：費用負担の問題

○耐震性が不動産市場での重要な評価基準となる仕組み

○耐震化等の取り組みが日常的メリットになるような仕組み

○個人・ＮＰＯ等の取り組みと、行政の取り組みが体系的に連携できる環

境整備
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○モデル調査事業の効果検証

⇒ 立ち上がりの支援（ ）等の支援策"seed money"

○多様な主体の連携促進、一般市民への広がり

⇒ 行政（特に自治体）が介在することのメリット

○震災対策を契機とした地域間交流 ⇒ 「震災疎開パッケージ」

エコステーション

●企業レベル

・自社構造物等安全性確保

※ 各種規制等

・従業員安全確保

・提供する家電、ガス製品等の安全性向上

・提供する製品、サービス等に防災性能付加・向上

・民間サービスとしての防災情報提供

＜課題と方向性＞

○防災対策の費用対効果が不明確 ⇒ 「防災会計」

○防災対策を適切に実施している企業の社会的評価

⇒ ディスクロージャー、ＣＳＲ

企業情報ポータルサイト、表彰制度等

○製品、サービスの防災性能評価

⇒ 「防災マーク 、ポータルサイト、技術開発支援」

○情報提供サービスビジネス（特にベンチャー）への支援

⇒ 情報提供、活用の協定等

○防災関係市場拡大の呼び水、防災対策を市場経済にビルトイン
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② 災害発生時の対応

●市民レベル

・救助活動（地域での助け合い）

・災害救援ボランティア

＜課題と方向性＞

○地域での取り組み支援

○ボランティア等の活動環境整備

●企業レベル

・被害確認、二次災害等防止

・業務継続（⇒ＢＣＰ）

・協力会社等の復旧支援

・災害救援、復旧・復興活動への協力（協定、地域貢献）

＜課題と方向性＞

○生活必需品供給業務等の円滑な継続に向けた環境整備

○地域における連携【防災まちづくり】

３ 戦略的備え

●市民レベル

・避難路等確認、防災訓練参加
・初期消火用器具等準備
・家族等連絡方法
・保険
・防災隣組

・防災まちづくりの会
・商店街ネットワーク
・防災基本条例
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＜課題と方向性＞

○地域での取り組み支援【防災まちづくり】

○防災ＧＩＳ等の活用

○地震保険の普及策

○取り組みを一過性のものに終わらせない工夫

⇒ 緩やかなネットワーク、ＮＰＯ

（活動環境の整備、支援）

○地域ごとの「戦略」策定（地域防災計画とのリンケージ）

⇒ 取り組みの優先順位、地域資源の活用、日常からの取り組み

●企業レベル

・ＢＣＰ（導入率低い）

・リスクファイナンス（保険、キャットボンド、キャプティブ等）

・自治体との協定

・物資備蓄等

・地域、近隣企業との協力関係構築

・従業員、家族安否確認・支援対策

・救命知識をもった人材等養成

＜課題と方向性＞

○ＢＣＰに関するガイドライン等作成

○ベストプラクティス事例収集、公表

○リスクファイナンスに関する課題の整理と検討

○協定に係る各種課題 ⇒ 費用負担明確化、税制等の環境整備

○地域防災計画との連携


